
 

                            

 

かがわスマートハウス促進事業補助金のご案内 
県では、ＺＥＨの新築、蓄電池の設置、Ｖ２Ｈの設置、断熱改修を実施する場合、その経費の一部を補助します。 

 補助対象 

① ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）を新築または購入する場合 

② 蓄電池を設置する場合（自家消費型太陽光発電設備と連系され、既存住宅又は新築のＺＥＨに設置されるもの） 

③ Ｖ２Ｈを設置する場合（自家消費型太陽光発電設備と連系され、既存住宅又は新築のＺＥＨに設置されるもの） 
※「自家消費型太陽光発電設備」とは、固定価格買取制度（FIT）及びFIP（Feed in Premium）制度の認定を取得しない又
はFITの調達期間、FIPの交付期間が満了している設備であり、発電した電力の３０％以上を自家消費するものとする。 

④ 窓、玄関ドアの断熱改修を実施する場合（居室及び浴室に設置されている外気に直接接する窓及び玄関ドア
の改修は必須） 

・ 令和７年４月１日以降に補助対象設備の工事に着手した事業が補助対象となります。 

・ ①と④または②と③の組み合わせについては、補助金の併用はできません。 

 補助金額 

・ＺＥＨ 20万円 

※子育て世帯、複数世代同居に該当する場合、5万円を加算する 

・蓄電池 補助対象経費の１/１０ （上限10万円、千円未満切り捨て） 

・Ｖ２Ｈ 10万円 

・断熱改修 20万円 （補助対象経費が２０万円未満の場合は、補助対象経費の額） 

※子育て世帯、複数世代同居に該当する場合、5万円を加算する 

 申請等の手続き 

香川県電子申請・届出システムを利用して手続きをしてください。 

交付申請前の予約が必須です。令和７年４月１日以降に工事に着手し、補助事業完了後、３ヶ月以内に交付申請

をしてください。 

詳細は、県ホームページでご確認ください。（https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/chikyu/saiene/r7kagawasmarthouse.html） 

※手続代行者による申請も受け付けます。 

◇ 予約の受付期間：令和７年５月１２日(月)～令和８年２月２７日(金)【２３時５９分必着】 

◇ 申請の受付期間：令和７年５月１２日(月)～令和８年３月３１日(火)【１７時必着】 

 提出・問合せ先 

〒760-8570 高松市番町四丁目１番１０号 

香川県環境森林部環境政策課 カーボンニュートラル推進室 電話： ０８７-８３２-３８５１（直通）  

受付時間： ９：００～１２：００、１３：００～１７：００ （土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。） 
・書類は、郵送（配達が確認できる簡易書留など）又は持参で提出してください。 

令和７年度 
令和７年４月１８日版 



 対象となる条件 

① 県内の住宅（店舗、事務所等との兼用を含む）において、補助事業を実施する個人であること 

② 県税（個人住民税を含む）の滞納がないこと 

③ 補助対象設備を設置する住宅に、太陽光発電設備を設置している又は設置する予定の場合は、Ｊ－クレジット制

度に基づき県が運営・管理する「かがわスマートグリーン・バンク（太陽光発電）」に入会すること（入会要件を満た

す場合に限る） 

④ 暴力団員等でないこと （香川県補助金等交付規則第５条の２各号のいずれにも該当しないこと） 

 手続の流れ 

県  申請者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※  必要書類の詳細については、県ホームページまたは「手続の手引き」でご確認ください。 

 

※ 香川県電子申請・届出システ

ムを利用して行ってください。 

交付申請予約の届出 

受付 

 

 

 受付番号発行 

受付 

 メール「補助金交付申請予約の

受付番号通知について」 
 受領 

 予約内容を中止・変更する 

場合は届出が必要 

審査 

 

口座振込 

 

交付決定 

 

受領 

 

補助金交付決定通知書 

 

補助金の支払 

 

 

(約１か月) 

 補助金交付申請兼請求 

補助事業完了 

 受付期間 
令和７年２月２７日（金) 
【２３時５９分必着】まで 

 受付期間 
令和８年３月３１日（火) 
【１７時必着】まで 

※ 香川県電子申請・届出システムに入

力されたメールアドレスに送付します。再

送いたしませんので、大切に保管してくだ

さい。 

※ 再発行いたしませんので、 

大切に保管してください。 

補助金交付申請書兼請求書 

(約１か月) 

(約１週間) 

※ 香川県電子申請・届出システム

を利用して作成してください。 
※ 印刷した様式第１号と添付書類を、簡

易書留等、到着日が確認できる方法で送

付してください。 

(３ヶ月以内) 


